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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともマニピュレータと体内画像撮影手段とを用いて患者に外科処置を施すための
手術システムであって、
　前記体内画像撮影手段で得られる体内画像を含む複数の情報を同時に表示可能な表示手
段と、
　前記表示手段に情報を送信可能に設けられ、該表示手段に表示される前記複数の情報を
処理する情報処理手段と、
　予め前記患者の患部を撮影した患部画像に係る３次元患部画像情報を記憶したデータサ
ーバと、
　医療用ロボットシステムと、
　を備え、
　前記医療用ロボットシステムは、
　前記マニピュレータが設けられ、該マニピュレータを移動自在なロボットアームと、
　前記マニピュレータ及び前記ロボットアームを操作する操作手段と、
　前記操作手段からの入力に基づき、前記マニピュレータ及び前記ロボットアームの動作
を制御する動作制御手段とを有し、
　前記体内画像に係る情報は、前記体内画像撮影手段から前記情報処理手段へ少なくとも
一部に無線を介して送信され、
　前記３次元患部画像情報は、前記データサーバから前記情報処理手段へ少なくとも一部
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に無線を介して送信されると共に、
　前記３次元患部画像情報には、前記患部の位置座標が設定されており、
　前記動作制御手段は、前記データサーバに記憶された前記３次元患部画像情報を取り込
み、該３次元患部画像情報に係る診断画像座標系と、前記医療用ロボットシステムに係る
ロボット座標系との関連付けを行い、前記３次元患部画像情報に設定された前記患部の位
置座標に基づき前記マニピュレータの前記患部への移動動作を誘導可能であり、
　前記情報処理手段又は動作制御手段では、前記位置座標に基づく患部位置に係る情報を
、前記体内画像に係る情報と相関して処理可能であると共に、
　前記表示手段では、前記体内画像撮影手段により得られた前記体内画像に、前記３次元
患部画像情報に基づく前記患部位置に係る情報を重畳して表示可能であることを特徴とす
る手術システム。
【請求項２】
　請求項１記載の手術システムにおいて、
　前記３次元患部画像情報には、３点以上のマーカ座標が設定されており、
　前記患者の患部の周辺部における前記マーカ座標に対応した位置にそれぞれ配置された
複数のマニピュレータ位置設定部材に、前記各マニピュレータが当接させられることによ
り該位置を記憶し、前記動作制御手段の作用下に、前記診断画像座標系と前記ロボット座
標系との関連付けを行うことを特徴とする手術システム。
【請求項３】
　請求項１記載の手術システムにおいて、
　前記マニピュレータ及び前記ロボットアームの動作状態を示す動作情報は、前記動作制
御手段から前記情報処理手段へ少なくとも一部に無線を介して送信されると共に、
　前記表示手段は、前記動作情報を前記体内画像と同時に表示可能であることを特徴とす
る手術システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の手術システムにおいて、
　前記患者の患部の超音波画像を取得する超音波診断手段を備え、
　前記超音波画像に係る情報は、前記超音波診断手段から前記情報処理手段へ少なくとも
一部に無線を介して送信されると共に、
　前記表示手段は、前記超音波画像を前記体内画像と同時に表示可能であることを特徴と
する手術システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の手術システムにおいて、
　前記表示手段で表示される前記複数の情報を選択及び切換可能な操作スイッチを備え、
　前記操作スイッチは、前記表示手段の表示画面上にタッチパネル式で設けられるか、又
は、前記表示手段若しくは前記情報処理手段に設けられていることを特徴とする手術シス
テム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の手術システムにおいて、
　前記情報処理手段は、前記複数の情報を前記表示手段に同時に表示させるように複数の
ウインドウを設定して編集するマルチウインドウプロセッサを有することを特徴とする手
術システム。
【請求項７】
　請求項６記載の手術システムにおいて、
　前記情報処理手段は、前記体内画像に係る情報を処理して前記マルチウインドウプロセ
ッサをバイパスして前記表示手段に表示させるバイパス表示手段を有することを特徴とす
る手術システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、少なくともマニピュレータと体内画像撮影手段とを用いて患者に所望の処置
を施すための手術システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡下手術においては、患者の腹部等に小さな孔をいくつかあけて内視鏡（例えば、
硬性鏡）、マニピュレータ（又は鉗子）等を挿入し、術者が内視鏡の映像をモニタで見な
がら手術を行っている。このような腹腔鏡下手術は、開腹を必要としないため患者への負
担が少なく、術後の回復や退院までの日数が大幅に低減されることから、適用分野の拡大
が期待されている。
【０００３】
　マニピュレータシステムは、例えば特許文献１及び２に記載されているように、マニピ
ュレータ本体と、該マニピュレータ本体を制御する制御装置とから構成される。マニピュ
レータ本体は、人手によって操作される操作部と、操作部に対して交換自在に着脱される
作業部とから構成される。
【０００４】
　作業部は長い連結シャフトと、該連結シャフトの先端に設けられた先端動作部（エンド
エフェクタとも呼ばれる。）とを有し、ワイヤによって先端の作業部を駆動するモータが
操作部に設けられている。ワイヤは基端側でプーリに巻き掛けられている。制御装置は、
操作部に設けられたモータを駆動して、プーリを介してワイヤを循環駆動する。
【０００５】
　一方、医療用マニピュレータをロボットアームにより駆動する手術システム（医療用ロ
ボットシステム）が提案されている（例えば、特許文献３参照）。このような医療用ロボ
ットシステムでは、マスターアームによる遠隔操作が可能であると共に、プログラム制御
により様々な動作が可能となる。
【０００６】
　医療用ロボットシステムでは、複数のロボットアームが設けられており、手技に応じて
これらのロボットアームを使い分けることができる。ロボットアームのうち１台には内視
鏡が設けられ、体腔内を所定のモニタで確認することができる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１０２２４８号公報
【特許文献２】特開２００３－６１９６９号公報
【特許文献３】米国特許第６３３１１８１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　腹腔鏡下手術においては、術者が的確に且つ迅速にその処置判断を行うことを可能とす
るために、体内画像撮影手段、例えば、内視鏡で得られる体内画像と同時に、マニピュレ
ータの動作状態や各種診断装置の診断画像等を的確に視認及び判断できることが望ましい
。
【０００９】
　一方、手術室では、通常、実際に処置を施す医師だけでなく、看護師や各種器具の技師
等、複数人が当該手術に携わることになるため、各人が各器具やその配線等に邪魔される
ことなく自由に移動することができ、しかも全員で処置の現状を適切に共有することがで
きることが望ましい。
【００１０】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、術者が体内画像撮影手段で得
られる体内画像と同時に、他の器具等の情報や各種診断画像等を的確に把握することがで
き、しかも複数の器具が用いられる手術室内での術者の移動が容易となり的確且つ迅速に
手術を行うことを可能とする手術システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 5154961 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

【００１１】
　本発明に係る手術システムは、少なくともマニピュレータと体内画像撮影手段とを用い
て患者に外科処置を施すための手術システムであって、前記体内画像撮影手段で得られる
体内画像を含む複数の情報を同時に表示可能な表示手段と、前記表示手段に情報を送信可
能に設けられ、該表示手段に表示される前記複数の情報を処理する情報処理手段とを備え
、前記体内画像に係る情報は、前記体内画像撮影手段から前記情報処理手段へ少なくとも
一部に無線を介して送信されることを特徴とする。
【００１２】
　このような構成によれば、表示手段において内視鏡やＭＲＩや超音波診断装置等の体内
画像撮影手段で得られる体内画像と同時に他の器具の情報を同時に表示可能である。この
ため、術者である医師等は現在の状況を的確に視認し把握することができ、患者に対する
外科処置に係る処置判断を一層適切に行うことが可能となる。また、表示手段と体内画像
撮影手段等との間の情報の送受信の少なくとも一部が無線でなされることにより、手術室
内の配線を大幅に減らすことができるため、各手術スタッフの手術室内での移動が容易と
なる。さらに、手術中に一時的に用いられる器具であっても、その画像情報やシステムデ
ータ等を配線の制約を回避して即座に体内画像と並べて表示させることが可能となり、医
師は一層適切に処置判断を行うことが可能となる。
【００１３】
　また、本発明に係る手術システムは、前記マニピュレータが設けられ、該マニピュレー
タを移動自在なロボットアームと、前記マニピュレータ及び前記ロボットアームを操作す
る操作手段と、前記操作手段からの入力に基づき、前記マニピュレータ及び前記ロボット
アームの動作を制御する動作制御手段とを有する医療用ロボットシステムを備えて構成し
てもよい。この場合、通常の人手による手術の場合に比べて配線数等が増加する傾向にあ
るが、前記無線通信により配線数を有効に低減することができる。
【００１４】
　さらに、前記マニピュレータ及び前記ロボットアームの動作状態を示す動作情報は、前
記動作制御手段から前記情報処理手段へ少なくとも一部に無線を介して送信されると共に
、前記表示手段は、前記動作情報を前記体内画像と同時に表示可能であってもよい。
【００１５】
　さらにまた、予め前記患者の患部を撮影した患部画像に係る情報を記憶したデータサー
バを備え、前記患部画像に係る情報は、前記データサーバから前記情報処理手段へ少なく
とも一部に無線を介して送信されると共に、前記表示手段は、前記患部画像を前記体内画
像と同時に表示可能であってもよい。
【００１６】
　またさらに、前記患者の患部の超音波画像を取得する超音波診断手段を備え、前記超音
波画像に係る情報は、前記超音波診断手段から前記情報処理手段へ少なくとも一部に無線
を介して送信されると共に、前記表示手段は、前記超音波画像を前記体内画像と同時に表
示可能であってもよい。
【００１７】
　このように各種器具からの画像等の情報を表示手段で表示する場合であっても、各情報
は無線を介して表示手段側へと送信されるため、手術室内の配線が乱雑になることがない
。しかも、例えば、超音波診断手段のように手術の一場面で一時的に用いられ、使用頻度
の少ない装置であっても、その画像情報を配線の制約なく即座に体内画像と同時に並べて
表示させることができ、一層適切な処置判断を行うことが可能となると共に、その準備等
の移動も容易である。
【００１８】
　さらに、前記動作制御手段は、前記データサーバに記憶された前記患部画像に係る情報
を取り込み、該患部画像上での前記患部の位置座標を設定することにより、該位置座標に
基づき前記マニピュレータの前記患部への移動動作を誘導可能であり、前記情報処理手段
又は動作制御手段では、前記位置座標に基づく患部位置に係る情報を、前記体内画像に係
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る情報と相関して処理可能であると共に、前記表示手段では、前記体内画像に前記患部位
置に係る情報を重畳して表示可能に構成してもよい。
【００１９】
　また、前記表示手段で表示される前記複数の情報を選択及び切換可能な操作スイッチを
備え、前記操作スイッチは、前記表示手段の表示画面上にタッチパネル式で設けられるか
、又は、前記表示手段若しくは前記情報処理手段に設けられていると、表示手段で表示さ
れる情報を容易に変更することが可能となる。
【００２０】
　ここで、前記情報処理手段は、前記複数の情報を前記表示手段に同時に表示させるよう
に複数のウインドウを設定して編集するマルチウインドウプロセッサを有すると表示手段
での複数情報の同時表示を即座に実行することが可能となる。
【００２１】
　この場合、前記情報処理手段は、前記体内画像に係る情報を処理して前記マルチウイン
ドウプロセッサをバイパスして前記表示手段に表示させるバイパス表示手段を有すると、
いわゆる二重化システムとなり、一層適切に手術を継続することが可能となる。
【００２２】
　従って、このような手術システムによれば、少なくともマニピュレータと体内画像撮影
手段とを用いて患者に外科処置を施すための手術方法であって、前記体内画像に係る情報
を、前記体内画像撮影手段から前記情報処理手段へ少なくとも一部に無線を介して送信す
ると共に、前記体内画像を含む複数の情報を表示手段で同時に表示することを特徴とする
手術方法を行うことができる。この場合、前記マニピュレータを移動自在なロボットアー
ムに設けると共に、前記マニピュレータ及び前記ロボットアームを操作手段によって操作
するように構成することもできる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、表示手段において体内画像撮影手段で得られる体内画像と同時に他の
器具の情報を同時に表示可能であるため、術者である医師等は現在の状況を的確に視認し
把握することができ、患者に対する外科処置に係る処置判断を一層適切に行うことが可能
となる。また、表示手段と体内画像撮影手段等との間の情報の送受信が無線でなされるこ
とにより、手術室内の配線を大幅に減らすことができるため、各手術スタッフの手術内で
の移動が容易となる。さらに、手術中に一時的に用いられる器具であっても、その画像情
報やシステムデータ等を配線の制約を回避して即座に体内画像と並べて表示させることが
可能となり、医師は一層適切に処置判断を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る手術システムについて実施の形態を挙げ、添付の図面を参照しなが
ら説明する。
【００２５】
　図１に示すように、本実施の形態に係る手術システム１０は、マニピュレータ１２ａ、
１２ｂや体内画像撮影手段である内視鏡１４等を使用して、患者１６に所望の外科処置（
例えば、腹腔鏡下手術）を行うものである。
【００２６】
　手術システム１０は、手術室１８内に設置された手術台２０の近傍に設けられたステー
ション２２と、該ステーション２２に設けられた４台のロボットアーム２４ａ、２４ｂ、
２４ｃ及び２４ｄと、これらの全体的な制御を行うコンソール（動作制御手段）２６とを
有した手術ロボット２８を備える。さらに、手術システム１０は、患者１６の患部を予め
撮影したＸ線ＣＴやＭＲＩ等の診断画像（患部画像）に係る情報等を記憶したデータサー
バ３０と、ロボットアーム２４ｄの先端に設けられた探触子（超音波診断プローブ）３２
により患部の超音波画像を取得する超音波診断装置（超音波診断手段）３４と、内視鏡１
４で得られる内視鏡画像や超音波診断装置３４で得られる超音波画像等を同時に表示可能
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なディスプレイ（表示手段）３６とを備える。手術システム１０は、患者１６への外科処
置をロボットアーム２４ａ～２４ｄの駆動操作によって実施可能な医療用ロボットシステ
ムを備えて構成されている。
【００２７】
　このような手術システム１０では、内視鏡１４で得られる患者１６の体内画像（映像）
、コンソール２６から出力される手術ロボット２８の動作状態を示す動作情報、データサ
ーバ３０から出力されるＸ線ＣＴやＭＲＩ等の診断画像（患部画像）、及び、探触子３２
により得られる信号を受けてエコー画像を生成する超音波診断装置３４からの画像（超音
波画像）等の各種信号が、例えば、手術室１８の天井中央付近に設けられたワイヤレス画
像プロセッサ（情報処理手段、アクセスポイント）３５へと無線通信によって送受信され
てディスプレイ３６に表示される。すなわち、当該手術システム１０での手術に携わる医
師や技師等、複数の手術スタッフ３７の全員が各種情報や画像等を共有しながら行動する
ことができる。手術システム１０における無線通信は、各情報の送受信の少なくとも一部
が無線を介して送受信されるものであればよく、例えば、各装置から有線で延ばしたアン
テナ部（アクセスポイント）を設置することもできる。
【００２８】
　コンソール２６はロボットアーム２４ａ～２４ｄとの間で、有線、無線、ネットワーク
又はこれらを組み合わせた通信手段によって情報を送受信可能である。コンソール２６は
、手術ロボット２８の全ての制御を負担している必要はなく、例えば、ロボットアーム２
４ａ～２４ｄのフィードバック制御は、それぞれのロボット側に設けられていてもよい。
ロボットアーム２４ａ及び２４ｂは、コンソール２６の作用下に動作し、プログラムによ
る自動動作や、コンソール２６に設けられたジョイスティック（操作手段）３８ａ及び３
８ｂに倣った動作、及びこれらの複合的な動作をする構成にしてもよい。
【００２９】
　図２に示すように、ロボットアーム２４ａ、２４ｂは、各先端にマニピュレータ１２ａ
、１２ｂを有し、ロボットアーム２４ｃの先端には内視鏡１４が設けられ、ロボットアー
ム２４ｄの先端には探触子３２が設けられている。マニピュレータ１２ａ、１２ｂ、内視
鏡１４及び探触子３２は、それぞれトラカール４０を介して体腔４２内に挿入される。ス
テーション２２は複数台であってもよい。マニピュレータ１２ａ、１２ｂ、内視鏡１４及
び探触子３２は、ロボットアーム２４ａ～２４ｄに対して着脱可能に構成されている。
【００３０】
　ロボットアーム２４ａ～２４ｄは、多関節機構（例えば、独立的な６軸機構）を有し、
コンソール２６によって制御され、マニピュレータ１２ａ、１２ｂ、内視鏡１４及び探触
子３２を動作範囲内における任意の位置で任意の姿勢に設定可能である。ロボットアーム
２４ａ～２４ｄは、先端の軸に沿ってマニピュレータ１２ａ、１２ｂを進退させるスライ
ド機構４４と、ステーション２２に沿って移動する昇降機構４６とを有する。内視鏡１４
及び探触子３２についても、マニピュレータ１２ａ、１２ｂと同様にスライド機構４４を
設けてもよい。ロボットアーム２４ａ～２４ｄは全て同じ構成であってもよいし、マニピ
ュレータ１２ａ、１２ｂ、内視鏡１４及び探触子３２の種類に応じて異なる構成であって
もよい。
【００３１】
　ロボットアーム２４ａ及び２４ｂに設けられたマニピュレータ１２ａ及び１２ｂは、主
に患部に対して直接的な手技を施すためのものであり、先端作業部には、例えばグリッパ
、鋏及び電気メス等が設けられ、又は体腔４２の臓器等を所定の場所に退避させて広い術
野を確保するためのリトラクタを設けることもできる。
【００３２】
　次に、マニピュレータ１２ａ及び１２ｂと、これらマニピュレータ１２ａ及び１２ｂと
ロボットアーム２４ａ及び２４ｂの接続部の構成とについて説明をする。
【００３３】
　図３及び図４に示すように、マニピュレータ１２ａについて、幅方向をＸ方向、高さ方
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向をＹ方向及び、連結シャフト５４の延在方向をＺ方向と規定する。また、右方をＸ１方
向、左方をＸ２方向、上方向をＹ１方向、下方向をＹ２方向、前方をＺ１方向、後方をＺ
２方向と規定する。なお、本実施形態の場合、マニピュレータ１２ａ及び１２ｂは、略同
一構成からなるため、以下ではマニピュレータ１２ａの構成と、該マニピュレータ１２ａ
とロボットアーム２４ａの接続部の構成とについて説明し、マニピュレータ１２ｂについ
てはその詳細な説明を省略する。
【００３４】
　図３に示すように、マニピュレータ１２ａは、ロボットアーム２４ａの先端におけるス
ライダ５０に対して着脱自在な構成になっている。スライダ５０は、スライド機構４４に
よってＺ方向にスライド可能である。スライダ５０には、３つのモータ５８ａ～５８ｃが
Ｚ方向に並列している。
【００３５】
　マニピュレータ１２ａは、スライダ５０に対する接続ブロック５２と、該接続ブロック
５２からＺ１方向に延在する中空の連結シャフト５４と、該連結シャフト５４の先端に設
けられた先端動作部５６とを有する。
【００３６】
　接続ブロック５２は、所定の着脱機構によりスライダ５０に対して着脱及び交換が可能
である。接続ブロック５２は、モータ５８ａ～５８ｃに係合するプーリ６０ａ～６０ｃが
Ｚ方向にこの順に並列している。モータ５８ａ～５８ｃとプーリ６０ａ～６０ｃは、一方
に非円形の凸部があり、他方に該凸部に係合する凹部が設けられており、モータ５８ａ～
５８ｃの回転がプーリ６０ａ～６０ｃに伝達される。
【００３７】
　プーリ６０ａ～６０ｃには、ワイヤ６２ａ～６２ｃが巻き掛けられている。可撓性部材
からなるワイヤ６２ａ～６２ｃは環状であって、滑り止めのため一部がプーリ６０ａ～６
０ｃに固定され、例えば１．５回転巻き掛けられて、連結シャフト５４内をＺ１方向に延
在しており、プーリ６０ａ～６０ｃが回転することにより、左右から延在する２本のうち
一方が巻き取られ、他方が巻き出される。ワイヤ６２ａ～６２ｃは、Ｙ方向にずれて配置
されており、相互の干渉がない。
【００３８】
　連結シャフト５４は、接続ブロック５２からＺ１方向に延在し、先端に先端動作部５６
が設けられている。連結シャフト５４の途中には、図示しない関節部を設けて屈曲可能に
構成してもよい。そうすると、体腔４２内における手技で、マニピュレータ１２ａをリト
ラクタとして一層好適に作用させることができる。他のマニピュレータ１２ｃや臓器等を
有効に回避しながら所望の臓器を押すことができるからである。
【００３９】
　図４に示すように、先端動作部５６は、連結シャフト５４の先端に設けられており、少
なくとも、ワイヤ６２ａが巻き掛けられたプーリ（回転体）、ワイヤ６２ｂが巻き掛けら
れたプーリ、及びワイヤ６２ｃが巻き掛けられたプーリを有する。ワイヤ６２ａ～６２ｃ
が、接続ブロック５２のプーリ６０ａ～６０ｃの回転動作よって進退することにより、先
端動作部５６の各プーリが従動的に回転し、該先端動作部５６は３軸動作が可能である。
この動作は、例えば、ピッチ軸（先端関節）６４及びヨー軸（先端関節）６６を中心とし
た傾動動作と、グリッパ６８の開閉動作である。先端動作部５６には、これら各軸による
動作と共に又は該動作に代えて連結シャフト５４の軸線方向に延びたロール軸を中心とし
た回転動作を設けてもよい。グリッパ６８は、片開き式又は両開き式のいずれでもよい。
この先端動作部５６は、例えば、前記特許文献２記載の医療マニピュレータにおける先端
の作業部と同機構にすればよい。
【００４０】
　ピッチ軸６４、ヨー軸６６及びグリッパ６８は、相互に動作干渉を発生しうることから
、コンソール２６では、干渉量を演算して補償するように各ワイヤ６２ａ～６２ｃを進退
させる制御を行う。つまり、所定箇所を動作させたときに、他の箇所が動作干渉による無
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駄な動きをしないように制御をする。
【００４１】
　図５に示すように、コンソール２６には、人による操作手段（操作部）としての２つの
ジョイスティック３８ａ、３８ｂと、モニタ７０とが設けられる。モニタ７０には、内視
鏡１４の画像や手術ロボット２８の動作状態等の情報が表示されるが、手術システム１０
ではディスプレイ３６を備えているためモニタ７０を省略することもできる。
【００４２】
　ジョイスティック３８ａ、３８ｂの操作により、ロボットアーム２４ａ、２４ｂを個別
に操作が可能である。ロボットアーム２４ｃ、２４ｄは、図示しない別の入力手段により
操作することもでき、また、ジョイスティック３８ａ、３８ｂを切り換えて使用するか又
は同様なものを増設してもよい。ジョイスティック３８ａ、３８ｂは、両手で操作しやす
い左右位置に設けられている。ジョイスティック３８ａ、３８ｂはマスターアームであっ
てもよい。
【００４３】
　ジョイスティック３８ａ、３８ｂは、上下動作、捻り動作、及び全方向への傾動動作が
可能であり、これらの動作に応じてロボットアーム２４ａ、２４ｂを動かすことができる
。ジョイスティック３８ａ、３８ｂは、手を離すと図５に示す直立の基準状態に復帰する
。ジョイスティック３８ａ、３８ｂは、基本的に同構造であり、人手によって握るハンド
ルグリップ７２と、主に人差し指、中指によって押し引き操作されるトリガレバー７４と
、主に親指によって操作される複合入力部７６とを有する。トリガレバー７４を操作する
ことにより、グリッパ６８を開閉させることができる。複合入力部７６は、中央に設けら
れた十字状のシーソー型スイッチ７６ａを有する。シーソー型スイッチ７６ａを操作する
ことにより、ピッチ軸６４及びヨー軸６６の傾動動作が可能になる。
【００４４】
　さらに、コンソール２６には、ワイヤレス画像プロセッサ３５との間での無線による情
報の送受信を行うアンテナ７８ａと、例えば、超音波診断装置３４からの画像データ（超
音波画像情報）や制御信号等を送受信するためのアンテナ７８ｂとが接続された送受信機
７８と、該無線による通信等を制御するコントローラ７９とが設けられている（図７参照
）。
【００４５】
　内視鏡１４は、ロボットアーム２４ｃに接続される基端側の本体部８４内に、得られた
内視鏡画像に係る情報をワイヤレス画像プロセッサ３５へと無線で送信するための送信機
（アンテナ）８０と、該無線による通信等の制御を行うコントローラ（内視鏡制御手段）
８２とを内蔵している（図２及び図７参照）。
【００４６】
　内視鏡１４では、ロボットアーム２４ｃの先端側にカメラ部と略一体的に設けられる本
体部８４に代えて、送信機８０やコントローラ８２を内蔵する本体部８４ａを別体に構成
し、ロボットアーム２４ｃに設けられる部分の構成を簡素化することもできる（図９参照
）。本体部８４ａには、得られる内視鏡画像を表示可能なモニタ８５を設けておくことも
できる。前記の本体部８４を用いた場合においても、モニタ８５を設けた本体部８４ａの
ようなコンソールを別途設けてもよい。
【００４７】
　超音波診断装置３４は、ロボットアーム２４ｄの先端に設けられたプローブである探触
子３２によって得られる信号を受けてエコー画像（超音波画像）を生成するものであり、
基本的には一般に用いられているものである。本実施形態の場合、探触子３２から有線や
無線等によって信号を送信可能に構成された本体部８６には、得られた超音波画像に係る
情報をワイヤレス画像プロセッサ３５へと無線で送信するための送信機（アンテナ）８８
と、該無線による通信等の制御を行うコントローラ９０とを内蔵している（図１及び図７
参照）。本体部８６には、得られる超音波画像を表示可能なモニタ９２を設けておくこと
もできる。当然、超音波診断装置３４においても、内視鏡１４と同様に、送信機８８等を
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ロボットアーム２４ｄ側に設けてもよい。通常、超音波診断装置３４は、手術中、エコー
画像の取得が必要とされた際に一時的に用いられるものである。
【００４８】
　データサーバ３０は、例えば、院内のネットワークに接続され、手術システム１０によ
る手術に先立って撮影された患者１６の患部等のＣＴ画像やＭＲＩ画像等を、前記ネット
ワークやメモリカード等の記憶媒体を介して取り込むと共に、メモリ（患部画像情報記憶
部）９４に記憶している。データサーバ３０の本体部９６には、前記メモリ９４と、メモ
リ９４に記憶された患者１６の患部画像に係る情報（ＣＴ画像やＭＲＩ画像のデータ）を
ワイヤレス画像プロセッサ３５及びコンソール２６へと無線で送信するための送信機（ア
ンテナ）９８と、該無線による通信等の制御を行うコントローラ１００とを内蔵している
（図１及び図７参照）。
【００４９】
　このようなロボットアーム２４ａ～２４ｄ及びコンソール２６を備える手術ロボット２
８では、マニピュレータ１２ａ、１２ｂの先端位置、例えば、先端動作部５６を構成する
グリッパ位置を３次元座標系における所定の座標点として常時計測及び制御可能であり、
該計測される座標位置に基づき当該座標系上で正確且つ迅速に移動動作を行うことができ
る。
【００５０】
　そこで、手術システム１０での手術に先立ち、データサーバ３０から患者１６の３次元
患部画像情報（ＣＴ画像情報やＭＲＩ画像情報）を送信機９８からコンソール２６のアン
テナ７８ｂへと無線によって取り込む（図７参照）。なお、患者１６の３次元患部画像情
報は、有線や記録メディア等によってもコンソール２６に取り込んでもよい。この際、図
６に示すように、データサーバ３０では、患部画像上で患部（癌細胞等）Ａの３次元座標
（Ｘａ、Ｙａ、Ｚａ）と、３点以上、例えば４点のマーカＭ１～Ｍ４の座標（Ｘ１、Ｙ１
、Ｚ１）～（Ｘ４、Ｙ４、Ｚ４）とを設定しておく。
【００５１】
　従って、コンソール２６では、データサーバ３０から取り込んだ診断画像座標系に係る
患部Ａの座標（Ｘａ、Ｙａ、Ｚａ）及びマーカＭ１～Ｍ４の座標（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）～
（Ｘ４、Ｙ４、Ｚ４）のボリュームデータを、手術ロボット２８の実座標系（ロボット座
標系）に合わせて変換処理することにより、手術中、上記のように設定された患部Ａ及び
マーカＭ１～Ｍ４の座標点に係る情報に基づき、マニピュレータ１２ａ、１２ｂの先端位
置を容易且つ確実に誘導（ナビゲード、補助）することができる。このようなマニピュレ
ータ１２ａ、１２ｂの誘導処理、いわゆる手術ナビゲーションに係る各情報は、コンソー
ル２６からワイヤレス画像プロセッサ３５へと無線送信されることにより、ディスプレイ
３６やモニタ７０で表示させることができる。
【００５２】
　例えば、図８に示すように、患者１６の患部Ａの周辺部における前記各マーカＭの各座
標位置に対応した位置に、所定のマニピュレータ位置設定部材Ｐ１～Ｐ４を配置しておき
、手技を開始する際に各マニピュレータ１２ａ、１２ｂの先端を各マニピュレータ位置設
定部材Ｐ１～Ｐ４に順に当接させて該位置を記憶し、コンソール２６の制御下に、前記マ
ーカＭ１～Ｍ４の位置座標（すなわち、診断画像座標系）と実際のマニピュレータ１２ａ
、１２ｂの先端位置座標（すなわち、実座標系）とが関連付けられ、当該マニピュレータ
１２ａ、１２ｂの先端を患部Ａへと適切に誘導可能である。以上のように、手術システム
１０は、事前に撮影した患者１６の患部画像（ＣＴ画像等）に基づき、マニピュレータ１
２ａ、１２ｂ等の動作を誘導する手術ナビゲーション機能を有する。
【００５３】
　図７は、手術システム１０の回路構成ブロック図である。
【００５４】
　ワイヤレス画像プロセッサ３５は、内視鏡１４、超音波診断装置３４、コンソール２６
及びデータサーバ３０との間で画像情報や動作情報等を無線により送受信する送受信機（
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アンテナ）１０２と、送受信機１０２を制御すると共に、該送受信機１０２で受信した情
報又は送受信機１０２から送信する情報に所定の処理を施す処理部１０４と、該処理部１
０４をその一機能として含みディスプレイ３６での表示画像の制御等を行うマルチウイン
ドウプロセッサ（演算部、情報処理手段）１０６とを備える。
【００５５】
　マルチウインドウプロセッサ１０６は、内視鏡１４や超音波診断装置３４等からの複数
の画像やコンソール２６からのシステムデータ等、複数の情報の入力を受け付けることが
でき、これら各情報を画像処理し、所定の信号でディスプレイ３６へと出力することがで
きる。さらに、ディスプレイ３６の表示画面の分割や合成等、各種ウインドウ表示等、多
彩な画像表示を制御することができる。
【００５６】
　なお、ワイヤレス画像プロセッサ３５（マルチウインドウプロセッサ１０６）に、コン
ソール２６のように手術ナビゲーションに係る情報を処理する機能等を付与することも可
能である。
【００５７】
　手術システム１０における各情報の無線通信は、送受信される画像情報等のデータ容量
に十分対応可能であり、且つ、内視鏡１４等で得られる動画を遅延なくディスプレイ３６
に表示できる程度の仕様であればよく、一般に用いられている無線ＬＡＮやＵＷＢ（Ｕｌ
ｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ：超広帯域無線）等の高速通信性に優れたものが好適である
。例えば、無線ＬＡＮの規格としては、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ等の高速通信性が高いも
のが好ましい。
【００５８】
　ディスプレイ３６は、マルチウインドウプロセッサ１０６の制御下に、内視鏡１４、超
音波診断装置３４、コンソール２６及びデータサーバ３０からの送信された画像や手術ロ
ボット２８の動作情報等、複数の情報を同時に表示可能な大型のマルチディスプレイであ
り、例えば、タッチパネル式のスイッチを備えた液晶ディスプレイからなる。ディスプレ
イ３６は、プラズマ方式やＥＬ方式等であってもよい。本実施形態では、ディスプレイ３
６上にタッチパネル式の操作スイッチ１０８が表示されることで、オペレータである手術
スタッフ３７からの入力がワイヤレス画像プロセッサ３５に設けられた制御インターフェ
イス１１０を介してマルチウインドウプロセッサ１０６へと伝達され、ディスプレイ３６
上に所望の画像を所望の位置及び大きさで表示することができる（図７及び図８参照）。
【００５９】
　ディスプレイ３６は、複数台設置してもよい。
【００６０】
　ディスプレイ３６は、例えば、手術室１８の天井から延びた自在アーム１０１によって
所望の位置に所望の角度で配置可能であるが、床置きや壁掛けによって設置してもよい。
【００６１】
　図８に示すように、例えば、ディスプレイ３６の表示画面（スクリーン）上を大小４領
域に分割し、最も大きな領域（ウインドウ）Ｒ１に内視鏡１４からの内視鏡画像を表示し
、上部のやや小さな領域（ウインドウ）Ｒ２にデータサーバ３０からのＸ線ＣＴ画像を表
示し、領域Ｒ２の下部の領域（ウインドウ）Ｒ３にコンソール２６からのシステムデータ
を表示し、下部の幅広な領域（ウインドウ）Ｒ４にタッチパネル式の操作スイッチ１０８
を表示することができる。例えば、領域Ｒ３について、前記システムデータに代えて、超
音波診断装置３４からのエコー画像（超音波画像）を表示することもできる（図１２参照
）。コンソール２６からのシステムデータとしては、現在ロボットアーム２４ａ～２４ｄ
に装着されているマニピュレータ等の種類、先端動作部５６の種類（グリッパ、鋏及び電
気メスや各仕様等）、使用履歴、可動状態（ＯＮ又はＯＦＦ等）、エラー情報、警告の有
無とその内容等、患部Ａに対するマニピュレータ１２ａ（１２ｂ）の先端の相対位置座標
、先端動作部５６の角度情報（グリッパ６８の開度、ピッチ軸６４やヨー軸６６の傾動角
度やロール軸の回転角度等）、及び、ロボットアーム２４ａ等の動作情報（位置情報）等
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が挙げられる。このように、マルチウインドウプロセッサ１０６は、内視鏡画像や超音波
画像、システムデータ等に係る各情報を処理し、ディスプレイ３６に同時に表示させるよ
うに複数のウインドウ（領域）を設定して編集する機能を有する。
【００６２】
　ディスプレイ３６では、マルチウインドウプロセッサ１０６での処理・制御下に、例え
ば、領域Ｒ１において、内視鏡１４からの内視鏡画像に対して、コンソール２６からのナ
ビゲーションデータ（患部Ａの座標情報等）を重畳表示して（図８参照）、一層適切な手
術ナビゲーションを行うことができる。つまり、当該ナビゲーションデータについて、先
ず、診断画像データをデータサーバ３０からコンソール２６へと送信機９８及びアンテナ
７８ｂを介して無線送信される。次いで、例えば、送信機８０から送受信機１０２を介し
てコンソール２６へと送信された内視鏡画像に係る情報と、前記診断画像データによる患
部Ａの位置情報とを当該コンソール２６を構成するコントローラ７９や他のプロセッサ等
によって相関処理（重畳処理）し、この重畳データがアンテナ７８ａを介してワイヤレス
画像プロセッサ３５へと送信される。これにより、内視鏡画像とナビゲーションデータ（
患部Ａの座標情報等）とをディスプレイ３６上で迅速に重畳表示することができる（図８
参照）。なお、このような重畳処理は、コンソール２６ではなく、ワイヤレス画像プロセ
ッサ３５側で行ってもよい。
【００６３】
　このようなディスプレイ３６上での各画像等の表示位置（領域）やその大きさ、同時表
示数等は、マルチウインドウプロセッサ１０６の制御下に、操作スイッチ１０８を介して
手術スタッフ３７が適宜設定変更することができる。例えば、領域Ｒ３について、データ
サーバ３０からのシステムデータと超音波診断装置３４からのエコー画像とを所定時間毎
に自動で切換表示するように設定することもできる。また、患者１６の容態（血圧や心拍
数等）を図示しない器具から取り込み表示することもできる。
【００６４】
　なお、ワイヤレス画像プロセッサ３５の各機能の全部又は一部をディスプレイ３６に内
蔵することもでき、また、ワイヤレス画像プロセッサ３５はディスプレイ３６と別体だけ
でなく一体に構成することもできる。
【００６５】
　次に、このように構成される手術システム１０の作用について説明する。
【００６６】
　先ず、患者１６の患部周辺にガスを入れて体腔４２を確保し、トラカール４０からマニ
ピュレータ１２ａ、１２ｂの先端動作部５６及び連結シャフト５４を挿入する。体腔４２
内の状態は予め体腔４２内に挿入しておいた内視鏡１４の画像をディスプレイ３６やモニ
タ７０によって確認する。
【００６７】
　次いで、ジョイスティック３８ａ、３８ｂを操作する手術スタッフ３７（医師）は、内
視鏡１４によって得られる体腔４２内の状態を確実に確認しながら、ロボットアーム２４
ａ、２４ｂの先端に設けられたマニピュレータ１２ａ、１２ｂにより所望の手技を行うこ
とになる。
【００６８】
　この際、ディスプレイ３６には、内視鏡１４の画像に対して、コンソール２６からのナ
ビゲーションデータが重畳して表示されるため（図８中の領域Ｒ１）、マニピュレータ１
２ａ、１２ｂを扱う手術スタッフ３７は一層適切に手技を行うことができる。
【００６９】
　上記のように、本実施の形態に係る手術システム１０によれば、内視鏡１４、超音波診
断装置３４、コンソール２６及びデータサーバ３０と、マルチウインドウプロセッサ１０
６との間での情報の送受信に無線通信手段を用いている。従って、壁面や天井面を含む手
術室１８内の任意の場所に設置されるディスプレイ３６に対して、ほとんど配線を敷設す
ることなく複数の情報を同時に表示可能である。このため、例えば、超音波診断装置３４
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のように手術の一場面で一時的に用いられ、使用頻度の少ない装置であっても、その画像
情報を配線等の制約なく即座に内視鏡画像と同時に表示させることができ、手術スタッフ
３７は、一層適切な処置判断を行うことが可能となる。当然、超音波診断装置３４以外の
器具であっても、無線通信用の送信機を装備しておくことにより、必要に応じてディスプ
レイ３６にその情報を表示することができ、患者１６への外科処置を一層迅速に且つ正確
に行うことが可能となる。また手術システム１０では、各器具間を接続する配線を大幅に
減らすことができるため、各器具、例えば、コンソール２６や超音波診断装置３４等の設
置自由度も向上する。
【００７０】
　ディスプレイ３６は、当該手術システム１０を用いた手術に携わる医師や技師等、手術
スタッフ３７の全員が視認し易い位置に容易に設置・移動可能である。このため、当該手
術スタッフ３７の全員が各種画像情報や手術ロボット２８の動作情報、さらには患者１６
の容態（血圧や心拍数等）等をも容易に共有することができる。しかも、無線通信により
、手術室１８内では、ディスプレイ３６（ワイヤレス画像プロセッサ３５）と、各器具と
の間の配線がほとんど露呈しないことから、各手術スタッフ３７は極めて容易に手術室１
８内を移動することができ、また、必要な器具を迅速に準備することができる。
【００７１】
　なお、本実施の形態に係る手術システム１０では、ディスプレイ３６上にタッチパネル
式に設けられる操作スイッチ１０８に代えて、操作スイッチ１０８ａを設けたワイヤレス
画像プロセッサ３５ａを備えることもできる（図１０参照）。
【００７２】
　すなわち、ワイヤレス画像プロセッサ３５ａに設けた操作スイッチ１０８ａをオペレー
タである手術スタッフ３７が適宜操作することにより、ディスプレイ３６での表示を設定
・変更可能である。そこで、ワイヤレス画像プロセッサ３５ａには、操作スイッチ１０８
ａからの入力を受けて、その操作情報を制御インターフェイス１１０に送信する入力部１
１２が設けられる（図１１参照）。ワイヤレス画像プロセッサ３５ａは、操作スイッチ１
０８ａの操作性等を考慮して、例えば、手術室１８の壁面等、操作が容易で且つ手術室１
８内で邪魔にならない位置に設定しておくことが好ましい。
【００７３】
　これにより、ディスプレイ３６の表示画面上には、タッチパネル式の操作スイッチ１０
８を表示する必要がなく、一層多くの画像情報等を同時に表示することができる。すなわ
ち、ディスプレイ３６では、例えば、領域Ｒ１に内視鏡１４からの内視鏡画像を表示し、
領域Ｒ２にデータサーバ３０からのＸ線ＣＴ画像を表示し、領域Ｒ３に超音波診断装置３
４からのエコー画像を表示し、領域Ｒ４にコンソール２６からのシステムデータを表示す
ることができる（図１２参照）。
【００７４】
　操作スイッチ１０８ａは、図１０中の破線で示すように、ディスプレイ３６の外枠上に
設置することもできる。操作スイッチ１０８ａは光学スイッチや音声認識によるスイッチ
等の非接触式スイッチであることが望ましい。そうすると、実際に手術を行う医師自身が
必要に応じてディスプレイ３６の表示を切り換えることが可能となる。
【００７５】
　ところで、本実施の形態に係る手術システム１０では、不測の事態に備えて、少なくと
も内視鏡１４の画像を確実に表示できるように二重化システムとして構成することができ
る。
【００７６】
　つまり、図１３に示すように、手術システム１０では、ワイヤレス画像プロセッサ３５
に代えて、マルチウインドウプロセッサ１０６の動作を監視するサブプロセッサ１１４と
、スイッチ部１１６を内蔵したワイヤレス画像プロセッサ３５ｂを用いることもできる。
サブプロセッサ１１４には、内視鏡１４から送信された内視鏡画像に係る情報を処理部１
０４と同様に処理してディスプレイ３６に表示しうる機能が設けられ、ワイヤレス画像プ



(13) JP 5154961 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

ロセッサ３５を構成するマルチウインドウプロセッサ１０６と同様、ディスプレイ３６に
表示する情報を処理する情報処理手段である。
【００７７】
　サブプロセッサ１１４は、送受信機１０２とマルチウインドウプロセッサ１０６（処理
部１０４）との間に設けられた複数の信号線のうち、内視鏡１４の画像に係る情報を送信
する信号線を分岐した信号線とスイッチ部１１６との間を接続し、常時マルチウインドウ
プロセッサ１０６の動作をその電圧等の変動を介して監視している。通常時、スイッチ部
１１６はマルチウインドウプロセッサ１０６の処理部１０４とディスプレイ３６とを接続
する位置とされている。
【００７８】
　このようなサブプロセッサ１１４は、不測の事態により内視鏡画像がディスプレイ３６
に表示されなくなると、即座にスイッチ部１１６を当該サブプロセッサ１１４とディスプ
レイ３６とを接続する位置に切り換え、マルチウインドウプロセッサ１０６をバイパスし
て内視鏡画像をディスプレイ３６に表示させるバイパス表示手段として機能する。これに
より、ディスプレイ３６の表示画面上に内視鏡１４の画像を確実に表示することができる
ため、手術スタッフ３７は、マニピュレータ１２ａ、１２ｂ等を用いた手技を中断せずに
継続可能である。
【００７９】
　図１４に示すように、前記のワイヤレス画像プロセッサ３５ｂは、スイッチ部１１６を
省略したワイヤレス画像プロセッサ３５ｃとすることもできる。この場合、内視鏡１４か
らの画像情報はマルチウインドウプロセッサ１０６及びサブプロセッサ１１４から常時デ
ィスプレイ３６へと供給されている。通常時、ディスプレイ３６又はサブプロセッサ１１
４に設けられた図示しないコントローラや処理部１０４の制御により、ディスプレイ３６
ではマルチウインドウプロセッサ１０６からの信号に基づき内視鏡画像を表示する一方、
マルチウインドウプロセッサ１０６の誤動作時にはサブプロセッサ１１４からの信号に基
づき内視鏡画像を表示することができる。
【００８０】
　図１５に示すように、サブプロセッサ１１４をワイヤレス画像プロセッサ３５ｂ等では
なく、ディスプレイ側に設けたディスプレイ３６ａとすることもできる。この場合、ディ
スプレイ３６ａには、内視鏡１４からの画像に係る情報を無線により受信可能な送受信機
（アンテナ）１１８を設け、当該ディスプレイ３６側からマルチウインドウプロセッサ１
０６の動作を監視することができる。ここで、サブプロセッサ１１４はマルチウインドウ
プロセッサ１０６で置き換えてもよい。
【００８１】
　なお、上記実施の形態に係る手術システム１０では、マニピュレータ１２ａ、１２ｂ、
内視鏡１４及び探触子３２を手術ロボット２８のロボットアーム２４ａ～２４ｄによって
動作させるものとしたが、これらを各手術スタッフ３７が手で把持して動作させると共に
、ジョイスティック３８ａ、３８ｂを省略したコンソール２６ａを備えた手術システム１
０ａとすることもできる（図１６参照）。
【００８２】
　手術システム１０ａでは、医師である手術スタッフ３７がマニピュレータ１２ｃ、１２
ｄを手で把持して手技を行うと共に、内視鏡１４ａ及び探触子３２ａをそれぞれ他の手術
スタッフ３７が操作する。マニピュレータ１２ｃ、１２ｄ、内視鏡１４ａ及び探触子３２
ａの全部又は一部をロボットアームによって動作させてもよい。
【００８３】
　図１７に示すように、マニピュレータ１２ｃ（１２ｄ）は、先端動作部５６を設けた連
結シャフト５４の基端側が連結された接続ブロック５２がアクチュエータブロック１２０
に対し、所定の操作で着脱自在に構成されている。アクチュエータブロック１２０のＺ２
側にはブリッジ１２２を介してグリップハンドル１２４が設けられる。グリップハンドル
１２４は、ブリッジ１２２の端部からＹ２方向に向かって延在しており、人手によって把
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持されるのに適した長さである。ブリッジ１２２のＹ２側にはトリガレバー７４が設けら
れ、グリップハンドル１２４のＹ１側の傾斜面には複合入力部７６が設けられている。
【００８４】
　このような手術システム１０ａにおいても、医師であるマニピュレータ１２ｃ、１２ｄ
による手技を行う手術スタッフ３７や他の手術スタッフ３７が、現在の手術の状況をディ
スプレイ３６によって共有することができるため、適切な外科処置が可能となる。
【００８５】
　なお、上記したワイヤレス画像プロセッサ３５、３５ａ～３５ｃには、内視鏡１４の画
像等、ディスプレイ３６、３６ａに表示される画像等の各情報を記録（録画）可能な記録
部１２６を設けることもできる（図７中の破線参照）。記録部１２６は、ワイヤレス画像
プロセッサ３５等に一体又は別体に接続してもよく、ディスプレイ３６等に一体又は別体
に接続することもできる。これにより、手術の様子を記憶してその後の処置等に利用する
ことができると共に、必要に応じて手術中にディスプレイ３６等の表示画面上に直前の様
子を再生することもできる。
【００８６】
　また、体内画像撮影手段としては、内視鏡以外にも、例えば、ＭＲＩや超音波診断装置
等を用いることもでき、要は、患者の所望の体内画像をリアルタイムに取得することがで
きる装置であればよい。
【００８７】
　本発明に係る手術システムは、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱するこ
となく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本実施の形態に係る手術システムを設置した手術室の説明図である。
【図２】手術ロボットを拡大した説明図である。
【図３】手術ロボットに設けられるマニピュレータの一部断面側面図である。
【図４】先端動作部の概略斜視図である。
【図５】コンソールの概略斜視図である。
【図６】Ｘ線ＣＴによる患部画像に患部の位置座標を設定した状態を示す説明図である。
【図７】本実施の形態に係る手術システムの回路構成ブロック図である。
【図８】ディスプレイに各情報を表示した状態を示す説明図である。
【図９】第１の変形例に係る手術システムを設置した手術室の説明図である。
【図１０】第２の変形例に係る手術システムを設置した手術室の説明図である。
【図１１】第２の変形例に係る手術システムの回路構成ブロック図である。
【図１２】ディスプレイに別の情報を表示した状態を示す説明図である。
【図１３】第３の変形例に係る手術システムの回路構成ブロック図である。
【図１４】第４の変形例に係る手術システムの回路構成ブロック図である。
【図１５】第５の変形例に係る手術システムの回路構成ブロック図である。
【図１６】第６の変形例に係る手術システムを設置した手術室の説明図である。
【図１７】図１６に示す手術システムに用いられるマニピュレータの斜視図である。
【符号の説明】
【００８９】
１０、１０ａ…手術システム　　　　１２ａ～１２ｄ…マニピュレータ
１４、１４ａ…内視鏡　　　　　　　１８…手術室
２４ａ～２４ｄ…ロボットアーム　　２６、２６ａ…コンソール
２８…手術ロボット　　　　　　　　３０…データサーバ
３２、３２ａ…探触子　　　　　　　３４…超音波診断装置
３５、３５ａ～３５ｃ…ワイヤレス画像プロセッサ
３６、３６ａ…ディスプレイ　　　　３８ａ、３８ｂ…ジョイスティック
７９、８２、９０、１００…コントローラ
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１０４…処理部　　　　　　　　　　１０６…マルチウインドウプロセッサ
１０８、１０８ａ…操作スイッチ　　１１０…制御インターフェイス
１１２…入力部　　　　　　　　　　１１４…サブプロセッサ
１１６…スイッチ部　　　　　　　　１２６…記録部

【図１】 【図２】
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